
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡の挿入部の先端に圧入可能な弾性を有する筒状の固定部と、
　前記固定部に突設され、前記挿入部の先端面から所定量突出する突出部と、
　

非緊着状態で
前記挿入部の先端から 取り外す際に引っ張ることによって前記固定部を

弾性変形させる非緊着部と
　を備えていることを特徴とする内視鏡用フード。
【請求項２】
　内視鏡の挿入部の先端に圧入可能な弾性を有する筒状の固定部と、
　前記固定部に突設され、前記挿入部の先端面から所定量突出する突出部と、
　

前記固定部を前記挿入部の先
端から取り外す際に前記固定部を破断させる

破断手段と
　を備えていることを特徴とする内視鏡用フード。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】

10

20

JP 3826045 B2 2006.9.27

前記固定部の先端の前記突出部に対して反対側である前記固定部の基端部に設けられて
いるとともに、少なくとも一部が前記固定部から遠ざかる方向に 延出され、

前記固定部を その
外側に向かって

前記固定部の先端の前記突出部に対して反対側である前記固定部の基端部の少なくとも
一部を含む状態で前記固定部から遠ざかる方向に設けられ、

ように、その最も基端部側から前記固定部に
向かって破断させていく



本発明は、内視鏡の先端部に装着される内視鏡用フードに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、内視鏡を用いて例えば体内を観察する場合であって、内視鏡の先端と被写体との間
の距離が確保し難い部位を観察する場合には、内視鏡の先端に略筒状の内視鏡用フードを
装着し、このフードによって被写体と内視鏡の先端（対物レンズ）との間に所定の距離を
確保して、内視鏡による良好な観察を可能にすることが一般に行なわれている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、このような内視鏡用フードは、体内への挿入時あるいは体内での観察・処置中
において、内視鏡から脱落するようなことがあってはならない。そのため、内視鏡用フー
ドを内視鏡に装着した後、その脱落防止としてテープを巻くことが従来行なわれていた。
しかし、このようなテープの巻装は、非常に煩わしい作業であり、また、内視鏡の挿入性
を損なうこともあり得るため、最近では、内視鏡用フードを弾性材によって形成し、内視
鏡用フードをその弾性力によって内視鏡に装着することが一般的である。この場合、例え
ば内視鏡用フードに十分な装着部長を設け、内視鏡用フードを内視鏡の先端部に圧入して
装着するのが一般的である。このように内視鏡用フードを内視鏡の先端に弾性的に圧入す
れば、内視鏡からの内視鏡用フードの脱落を確実に防止することができる。
【０００４】
しかしながら、このように内視鏡用フードを内視鏡に弾性的に圧入して装着すると、今度
は、内視鏡用フードを内視鏡から取り外すことが困難になるという問題がある。この場合
、内視鏡フードを力まかせに弾性変形させて無理矢理に内視鏡から取り外そうとすれば、
内視鏡を破損してしまう虞もある。また、内視鏡用フードの先端縁に爪を引掛けて内視鏡
用フードを内視鏡から剥がすようにしたり、器具を用いて内視鏡用フードを引張って剥が
すようにすると、内視鏡の表面を傷付けてしまう虞もある。
【０００５】
本発明は前記事情に着目してなされたものであり、その目的とするところは、内視鏡に対
して脱落することなく装着でき、しかも、内視鏡を破損させることなく簡単に内視鏡から
取り外すことができる内視鏡用フードを提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を解決するために、本発明に係る内視鏡用フードは、内視鏡の挿入部の先端に
圧入可能な弾性を有する筒状の固定部と、前記固定部に突設され、前記挿入部の先端面か
ら所定量突出する突出部と、

非緊着状態で 前記挿入部の先端から 取り外す際に引っ張ること
によって前記固定部を 弾性変形させる非緊着部とを備えていることを
特徴とする。
　また、前記課題を解決するために、本発明に係る内視鏡用フードは、内視鏡の挿入部の
先端に圧入可能な弾性を有する筒状の固定部と、前記固定部に突設され、前記挿入部の先
端面から所定量突出する突出部と、

前記固定部を前記挿入部の先端から取り外す際に前記固定部を破断させる
破断手段とを備えていることを

特徴とする。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しつつ本発明の実施形態について説明する。
【０００８】
図１および図２は本発明の第１の実施形態を示している。図１には、本実施形態に係る内
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前記固定部の先端の前記突出部に対して反対側である前記固
定部の基端部に設けられているとともに、少なくとも一部が前記固定部から遠ざかる方向
に 延出され、 前記固定部を

その外側に向かって

前記固定部の先端の前記突出部に対して反対側である
前記固定部の基端部の少なくとも一部を含む状態で前記固定部から遠ざかる方向に設けら
れ、 ように、そ
の最も基端部側から前記固定部に向かって破断させていく



視鏡用フード９と、これが装着される内視鏡１とが示されている。図示のように、内視鏡
１は体内に挿入される挿入部１ａを備えており、この挿入部１ａは、柔軟な軟性部４と、
軟性部４の先端に連接されて湾曲操作される湾曲部３と、湾曲部３の先端に連接され且つ
観察光学系が内蔵された先端部２とから構成されている。先端部２には、挿入部１ａの全
長にわたって形成され且つ図示しない処置具が挿通される大径の処置具挿通チャンネル５
の開口部と、前記観察光学系の光軸上に配置された観察窓６と、照明光が出射される複数
の照明窓７と、観察窓６に洗浄液を吹き付けて観察窓６の洗浄を行なうためのノズル８と
が設けられている。この場合、処置具挿通チャンネル５と観察窓６は、内視鏡挿入部１ａ
の中心軸１７に対して互いに反対側に位置している。
【０００９】
一方、本実施形態に係る内視鏡用フード９は、ゴム等の弾性材料によって筒状に形成され
ており、内視鏡１の先端部２の外周面に弾性的に圧着される固定部１２と、内視鏡１の挿
入部１ａに対して圧着（緊着）されない部位を含む非緊着部１３と、内視鏡１の先端部２
の先端から軸方向に突出して生体との距離を確保する（被写体と内視鏡の先端（対物レン
ズ）との間に所定の距離を確保する）所定長の突出部１１とから成る。
【００１０】
内視鏡用フード９を内視鏡１の挿入部１ａの先端に取り付けた状態が図２に示されている
。図示のように、内視鏡用フード９の内周面には、環状の突き当て部１０が径方向内側に
突出して形成されている。この突き当て部１０は、内視鏡１の先端部２の先端面と当接し
て、内視鏡用フード９を内視鏡１の挿入部１ａに対して軸方向に位置決めする（内視鏡１
の挿入部１ａに対する挿入量（装着量）を規定する）。
【００１１】
また、このように、突き当て部１０によって内視鏡用フード９が内視鏡１の挿入部１ａに
対して軸方向に位置決めされた図２の状態では、固定部１２が内視鏡１の先端部２の外周
面に弾性的に圧着され、突出部１１が内視鏡１の先端部２の先端から軸方向に所定長だけ
突出する。この場合、固定部１２は、先端部２の外周面に対して圧着されるように、その
内径が先端部２の外径よりも若干小さく設定されている。また、突出部１１は、その周方
向に沿って軸方向長さが異なる筒形状を成している。すなわち、突出部１１は、その先端
開口面が、内視鏡用フード９の中心軸と直交する平面に対して所定の角度をもって方向付
けられている。
【００１２】
また、非緊着部１３は、挿入部１ａの外面との間に所定の間隙（指を引掛けることができ
る程度の間隙）Ｓを形成する（挿入部１ａの外面から浮いた状態の）凸状部１３ａと、挿
入部１ａの外面に密着する密着部１３ｂとを有している。すなわち、内視鏡用フード９の
中心軸を中心とする凸状部１３ａの径は、同じく前記中心軸を中心とする密着部１３ｂの
径よりも大きく設定されている。この場合、内視鏡フード９を装着した内視鏡１の挿入部
１ａの挿入性を考慮して、非緊着部１３における大径な凸状部１３ａの占有領域をできる
限り小さくすべく、凸状部１３ａは、非緊着部１３の全周にわたって形成されておらず、
非緊着部１３の周方向の一部にのみ形成されている。また、凸状部１３ａは、突出部１１
における軸方向長さが最も長い長軸部位１１ａと略同一直線上に位置している。すなわち
、非緊着部１３の凸状部１３ａと、突出部１１の長軸部位１１ａは、互いに軸方向で離間
しつつ、その周方向位置が略一致している。
【００１３】
次に、上記構成の内視鏡用フード９の内視鏡挿入部１ａに対する装脱手順について説明す
る。
【００１４】
まず、内視鏡用フード９を内視鏡１の挿入部１ａの先端に装着する場合には、内視鏡用フ
ード９を弾性的に拡径させながら、突き当て部１０が内視鏡１の先端部２の先端面に突き
当たるまで、内視鏡１の挿入部１ａの先端に内視鏡用フード９を圧入する。この時、非緊
着部１３の凸状部１３ａが内視鏡挿入部１ａの中心軸１７に対して処置具挿通チャンネル
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５と同じ側となるように、具体的には、挿入具挿通チャンネル５の周方向位置と、非緊着
部１３の凸状部１３ａおよび突出部１１の長軸部位１１ａの周方向位置とが揃うように、
内視鏡用フード９を圧入していく。つまり、軸方向に突出した長軸部位１１ａ、径方向に
突出した凸状部１３ａ、内視鏡挿入部１ａの中で最も径が大きい部位である処置具チャン
ネル１５といった形状的に特異な部位を使用して、内視鏡挿入部１ａに対して内視鏡用フ
ード９を周方向で位置決めする（内視鏡用フード９の装着の目安とする）。
【００１５】
このようにして、内視鏡用フード９が内視鏡挿入部１ａに対して軸方向および周方向で位
置決めされて装着されると（図２の状態で装着されると）、突出部１１の長軸部位１１ａ
が内視鏡挿入部１ａの中心軸１７に対して観察窓６と反対側に位置し、また、突出部１１
の短軸部位１１ｂが内視鏡挿入部１ａの中心軸１７に対して観察窓６と同じ側に位置する
ようになる。したがって、突出部１１は、図２に二点鎖線で示される観察窓６を通じた内
視鏡１の観察視野１６を妨げない範囲で、観察視野角を最大限に確保することができる。
【００１６】
次に、図２に示されるような装着状態から内視鏡用フード９を内視鏡挿入部１ａから取り
外す場合には、非緊着部１３の凸状部１３ａと内視鏡挿入部１ａの外面との間に形成され
た間隙Ｓを利用して、指を凸状部１３ａに引掛け、そのまま内視鏡用フード９を内視鏡挿
入部１ａの軸方向（内視鏡用フード９を内視鏡１の先端部２から取り外す方向）に押し出
す。これにより、内視鏡用フード９にはその軸方向に圧縮力が加わるため、内視鏡用フー
ド９が径方向に広がり、内視鏡用フード９を内視鏡挿入部１ａから容易に取り外すことが
できる。無論、凸状部１３ａを指でめくり上げるように引張っても、同様にして内視鏡用
フード９を内視鏡挿入部１ａから簡単に取り外すことができる。なお、このようにして取
り外した内視鏡用フード９は、その後、洗浄消毒して再使用しても良く、あるいは、使い
捨てにしても構わない。
【００１７】
以上説明したように、本実施形態の内視鏡用フード９は、内視鏡１の挿入部１ａの外周面
に圧着固定される固定部１２と、固定部１２が内視鏡１の挿入部１ａに圧着固定された状
態で、内視鏡１の挿入部１ａの先端面から軸方向に所定量突出する突出部１１と、内視鏡
１の挿入部１ａの外周面に圧着されることなく装着される、すなわち、非緊着状態で装着
される非緊着部１３とを備えている。したがって、内視鏡用フード９は、その固定部１２
によって内視鏡挿入部１ａに対する脱落が防止され、その突出部１１によって生体との距
離を確保できる（被写体と内視鏡１の先端（観察窓６）との間に所定の距離を確保できる
）とともに、その非緊着部１３によって簡単に内視鏡１から外れることができる。すなわ
ち、内視鏡用フード９は、内視鏡挿入部１ａに対して圧着されていない非緊着部１３を有
することにより、内視鏡１を破損させたり傷付けたりすることなく、簡単に内視鏡挿入部
１ａから抜去され得る。
【００１８】
図３は本発明の第２の実施形態を示している。なお、本実施形態において、第１の実施形
態と共通する構成部分については、以下、同一符号を付してその説明を省略する。
【００１９】
図示のように、本実施形態の内視鏡用フード１８の非緊着部１３は、内視鏡用フード１８
の全周にわたって形成されておらず、固定部１２から軸方向に延びる薄肉の舌片１９とし
て形成されている。この舌片１９は、内視鏡挿入部１ａの外面に圧着されることなく内視
鏡挿入部１ａの外面に単に接触されるものであり、必要に応じて簡単にめくり上げること
ができる。なお、それ以外の構成および作用は第１の実施形態と同一である。
【００２０】
したがって、本実施形態においても、舌片１９を指でめくり上げるように引張れば、内視
鏡１を破損させたり傷付けたりすることなく、内視鏡用フード１８を簡単に内視鏡挿入部
１ａから取り外すことができる。
【００２１】
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図４および図５は本発明の第３の実施形態を示している。なお、本実施形態において、第
１の実施形態と共通する構成部分については、以下、同一符号を付してその説明を省略す
る。
【００２２】
図４に示されるように、本実施形態の内視鏡用フード２０の非緊着部１３は、固定部１２
から軸方向に延びつつ例えば放射状に径方向に広がる複数（本実施形態では３つ）のヒレ
部２１から成る。すなわち、これらのヒレ部２１は、固定部１２が内視鏡挿入部１ａに圧
着固定された状態で、内視鏡挿入部１ａの外面から浮いた状態で位置されるようになって
いる。なお、それ以外の構成および作用は第１の実施形態と同一である。
【００２３】
したがって、本実施形態の構成において、内視鏡用フード２０を内視鏡挿入部１ａから取
り外す場合には、例えば両手で全てのヒレ部２１を摘みながらこれらを図４中に矢印で示
されるように径方向に広げるようめくり上げて引張りつつ、内視鏡用フード２０を内視鏡
挿入部１ａに対して軸方向に相対的に移動させれば、内視鏡用フード２０を内視鏡挿入部
１ａから容易に取り外すことができる。
【００２４】
このように、内視鏡挿入部１ａに対して浮いた状態のヒレ部２１が複数存在すれば、複数
の個所で内視鏡用フード２０の内径を広げることができるため、内視鏡挿入部１ａに対す
る内視鏡用フード２０の取り外しが非常に簡単になる。
【００２５】
また、このようなヒレ部２１は、内視鏡フード２０の取り外しに寄与するだけでなく、内
視鏡挿入部１ａを大腸内に挿入していく際の操作性をも向上させることができる。すなわ
ち、一般に、長く曲がりくねった大腸内に内視鏡挿入部１ａを挿入していく場合には、内
視鏡挿入部１ａを大腸内に所定量挿入した段階で、一旦、内視鏡挿入部１ａを大腸ととも
に引き戻すことによって大腸を折り畳むように引き寄せ、その状態で、再度、内視鏡挿入
部１ａを大腸内に挿入するといった操作を繰り返しながら、大腸の様々な屈曲部を乗り越
えて内視鏡挿入部１ａを大腸の奥へと導入していく。しかし、このような操作の過程では
、内視鏡挿入部１ａを引き戻す時に、大腸を内視鏡挿入部１ａとともにうまく手元側に引
き寄せることができない場合もあり、そうした場合には、内視鏡挿入部１ａが大腸に対し
て相対的に移動して大腸から抜け出てしまう可能性がある。
【００２６】
しかしながら、本実施形態のように、内視鏡挿入部１ａに対して浮いた状態のヒレ部２１
が複数存在すれば、図５に矢印で示されるように大腸２２内で内視鏡挿入部１ａを手元側
に引き戻す際に、大腸２２の内壁面と接触するヒレ部２１がめくり返って大腸２２の壁面
と摩擦係合し、その摩擦係合力によって大腸２２を折り畳むように引き寄せることができ
る。したがって、内視鏡挿入部１ａが大腸２２に対して相対的に移動して大腸２２から抜
け出てしまうことがない。なお、内視鏡挿入部１ａを大腸２２内に押し込む際には、ヒレ
部２１は、めくり返らないため、大腸２２内への内視鏡挿入部１ａの挿入動作を妨げるこ
とはない。
【００２７】
なお、本実施形態において、ヒレ部は３つ設けられているが、２つであっても良く、また
、４つ以上であっても構わない。
【００２８】
図６は本発明の第４の実施形態を示している。なお、本実施形態は、図３に示される第２
の実施形態の変形例であり、したがって、第２の実施形態と共通する構成部分については
、以下、同一符号を付してその説明を省略する。
【００２９】
図６の（ａ）に示されるように、本実施形態の内視鏡用フード２３は、非緊着部１３の舌
片１９と固定部１２との接続部、すなわち、舌片１９の両側の根元部位に切り込み２４が
設けられるとともに、この切り込み２４から軸方向に沿って凹溝２５が延設されている。
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この凹溝２５は、図６の（ｂ）に示されるように、固定部１２の表裏に設けられており、
これによって、固定部１２の薄肉部位を形成している。
【００３０】
したがって、このような構成では、舌部１９をめくり上げるようにして軸方向に引張れば
、切り込み２４を基点として凹溝２５の薄肉部位が軸方向に沿って裂けて、固定部１２が
破断される。その結果、内視鏡用フード２３を簡単に内視鏡挿入部１ａから取り外すこと
ができる。なお、破壊して取り外された内視鏡用フード２３は、その後、使い捨てにされ
る。そのため、面倒な洗浄消毒をしなくて済む。また、凹溝２５は、固定部１２の全長あ
るいは内視鏡用フード２３の全長にわたって形成されていても良いが、図示のように途中
で終端していても構わない。要は、内視鏡用フード２３を内視鏡挿入部１ａから簡単に取
り外すことができる程度に破断できれば、凹溝２５の長さは特に限定されない。
【００３１】
図７は本発明の第５の実施形態を示している。なお、本実施形態は、図６に示される第４
の実施形態の変形例であり、したがって、第４の実施形態と共通する構成部分については
、以下、同一符号を付してその説明を省略する。
【００３２】
図示のように、本実施形態の内視鏡用フード２６は、第４の実施形態における凹溝２５が
ミシン目（連続小孔）２７に取って代えられており、その他の構成は第４の実施形態と同
一である。したがって、このような構成においても、第４の実施形態と同一の作用効果を
得ることができる。
【００３３】
図８は本発明の第６の実施形態を示している。なお、本実施形態において、第１の実施形
態と共通する構成部分については、以下、同一符号を付してその説明を省略する。
【００３４】
図示のように、本実施形態の内視鏡用フード２８の非緊着部１３は、固定部１２から軸方
向に延びる絹糸等の紐部材２９から成る。この紐部材２９は、その一部が固定部１２に埋
設されて軸方向に延びている。したがって、このような構成では、紐部材２９を固定部１
２側に向けて軸方向に引張れば、固定部１２に埋設された紐部材２９の部位を介して固定
部１２が破断され、内視鏡用フード２３を簡単に内視鏡挿入部１ａから取り外すことがで
きる。なお、破壊して取り外された内視鏡用フード２８は、その後、使い捨てにされる。
そのため、面倒な洗浄消毒をしなくて済む。また、紐部材２９は、固定部１２の全長ある
いは内視鏡用フード２８の全長にわたって埋設されていても良いが、図示のように途中で
終端していても構わない。
【００３５】
図９は本発明の第７の実施形態を示している。なお、本実施形態は、図８に示される第６
の実施形態の変形例であり、したがって、第４の実施形態と共通する構成部分については
、以下、同一符号を付してその説明を省略する。
【００３６】
図示のように、本実施形態の内視鏡用フード３０は、第６の実施形態における非緊着部１
３の紐部材２９が固定部１２に対して螺旋状に埋設されている。したがって、第６の実施
形態と同様の作用効果が得られるとともに、誤って紐部材２９を部分的に引張った場合で
も、軸方向に渡る長い破断を回避することができるため、内視鏡用フード３０を誤って内
視鏡挿入部１ａから外してしまうことを防止できる。
【００３７】
なお、以上説明してきた技術内容によれば、以下に示されるような各種の構成が得られる
。
【００３８】
１．内視鏡挿入部の先端部に装着する内視鏡用フードにおいて、
フードは、内視鏡挿入部の先端部に装着した時に、
先端部の観察窓より前方に突出する突出部と、
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先端部に固定される固定部と、
内視鏡挿入部に対して非緊着状態で装着される非緊着部から成ることを特徴とする内視鏡
用フード。
【００３９】
２．前記非緊着部は、非全周性で突出した薄肉の突出部から成ることを特徴とする第１項
に記載の内視鏡用フード。
【００４０】
３．前記薄肉の突出部が複数あることを特徴とする第２項に記載の内視鏡用フード。
【００４１】
４．前記非緊着部が内視鏡挿入部に対して浮いていることを特徴とする第１項に記載の内
視鏡用フード。
【００４２】
５．前記非緊着部に隣接する固定部の一部に破壊手段が設けられていることを特徴とする
第１項に記載の内視鏡用フード。
【００４３】
６．前記破壊手段は、前記非緊着部に隣接する固定部の一部に設けた薄肉部であることを
特徴とする第５項に記載の内視鏡用フード。
【００４４】
７．前記破壊手段は、前記非緊着部に隣接する固定部の一部に設けた複数の小孔であるこ
とを特徴とする第５項に記載の内視鏡用フード。
【００４５】
８．前記破壊手段は、前記非緊着部に隣接する固定部の一部に埋め込んだ紐部材であるこ
とを特徴とする第５項に記載の内視鏡用フード。
【００４６】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の内視鏡用フードは、内視鏡に対して脱落することなく装着
でき、しかも、内視鏡を破損させることなく簡単に内視鏡から取り外すことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡用フードと、これが装着される内視鏡とを
示す斜視図である。
【図２】図１の内視鏡フードを内視鏡挿入部に装着した状態を示す断面図である。
【図３】本発明の第２の実施形態に係る内視鏡用フードの斜視図である。
【図４】本発明の第３の実施形態に係る内視鏡用フードの斜視図である。
【図５】図４の内視鏡用フードの使用形態の一例を示す断面図である。
【図６】（ａ）は本発明の第４の実施形態に係る内視鏡用フードの平面図、（ｂ）は（ａ
）のＡ－Ａ線に沿う断面図である。
【図７】本発明の第５の実施形態に係る内視鏡用フードの平面図である。
【図８】本発明の第６の実施形態に係る内視鏡用フードの平面図である。
【図９】本発明の第７の実施形態に係る内視鏡用フードの平面図である。
【符号の説明】
１…内視鏡
１ａ…挿入部
２…先端部
９，１８，２０，２３，２６，２８，３０…内視鏡用フード
１１…突出部
１２…固定部
１３…非緊着部
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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